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環境省は、化学物質による環境汚染を通じて人の健康や生態系へ好ましくない影響

を与えることを未然に防止するため環境リスク初期評価等（第３次とりまとめ）を実

施し、その結果について、中央環境審議会の環境保健部会化学物質評価専門委員会の

審議を経てとりまとめた。その結果、健康リスク初期評価では、発がん性の評価をお

こなった物質を加えると３物質、生態リスク初期評価では、５物質が詳細な評価を行

う候補とされた。

なお、今回の環境リスク初期評価においては、対象物質の拡大や評価手法の改善を

図るとともに、発がん性の評価を健康リスク初期評価の一環として試行的に実施する

こと等により内容を充実させた。

１．趣旨・目的

世界で約 万種、我が国で約 万種流通していると言われる化学物質の中には、人の10 5
健康及び生態系に対する有害性を持つものが多数存在しており、これらは環境汚染を通

じて人の健康や生態系に好ましくない影響を与えるおそれがある。

こうした影響を未然に防止するためには 「潜在的に人の健康や生態系に有害な影響、

を及ぼす可能性のある化学物質が、大気、水質、土壌等の環境媒体を経由して環境の保

全上の支障を生じさせるおそれ （環境リスク）について定量的な評価を行い、その結」

果に基づき適切な環境リスクの低減対策を進めていく必要がある。

このため環境省では、平成 年度より化学物質の環境リスク初期評価に着手し、その9
結果をパイロット事業（平成 年 月）及び第２次とりまとめ（平成 年 月）として公14 1 15 1
表するとともに 「化学物質の環境リスク評価 （第１巻、第２巻）として公表してきた、 」

ところであり、その結果「詳細な評価を行う候補」と判定された化学物質については、

関係部局との連携のもとに必要に応じ行政的対応を図ってきたところである。



２．環境リスク初期評価の内容

( ) 環境リスク初期評価の概要1
化学物質の環境リスク評価とは、評価対象とする化学物質について、①人の健康及

び生態系に対する有害性を特定し、用量（濃度）－反応（影響）関係を整理する「有

害性評価」と②人及び生態系に対する化学物質の環境経由の暴露量を見積もる「暴露

評価」を行い、③両者の結果を比較することによってリスクの程度を判定するもので

ある。

ここでは、環境リスク管理のための施策を念頭に置きつつ、多数の化学物質の中か

ら相対的に環境リスクが高そうな物質をスクリーニングするための初期評価として、

健康リスク及び生態リスクにわたる「環境リスク初期評価」を実施している。本初期

評価では環境にとって高いリスクがある物質を誤って見過ごしてしまう危険性を可能

な限り小さくするため、暴露評価で検出最大濃度を利用し、有害性評価ではより感受

性（ ）の高い知見を利用するなどにより、安全側でのリスク評価を行ってSensitivity
いる。

( ) 評価対象物質2
環境リスク初期評価の目的に鑑み、未だリスクの評価及びこれに基づくリスクの管

理がなされていない物質の中から、これまでの公表分に引き続き優先度が高いと考え

られる新たな化学物質を評価対象物質として、 対象物質、化学物質審査規制法PRTR
の指定化学物質（現在は第二種監視化学物質 、内分泌攪乱作用の疑われる物質等か）

ら選定している。

( ) 評価実施数3
環境リスク初期評価の効果的かつ体系的な実施の観点から、これまでの公表分に引

き続き以下の評価を実施した。

・健康リスク及び生態リスクにわたる環境リスク初期評価（ 物質）21
・環境リスク初期評価以外に実施した生態リスク初期評価（ 物質）32
・第２次とりまとめにおいて定性的な発がん評価を実施した物質を対象とする定量的

な発がんリスクの評価（ 物質）4
( ) 評価の方法4

今回も「化学物質の環境リスク初期評価ガイドライン」に基づき、現時点で評価手

法の確立した有害性に関する知見により評価を行った。今回の環境リスク初期評価の

実施に当たり、以下の点を充実させている。

・環境リスク初期評価における評価対象物質の基本的情報である物理化学的性状等を

体系的に収集整理し、モデル予測やリスク評価に活用した。

・暴露評価においては、化管法に基づき公表された データを利用することによPRTR
り、化学物質の環境媒体間の分配予測を従来より高精度化し、その結果をリスク評

価に活用した。

・健康リスク初期評価においては、発がん性評価の実施に伴う課題に関する検討を行

った上で、発がん性と非発がん影響にわたる包括的な評価を試みた。

・生態リスク初期評価においては、 における生態影響試験法に関する新しい考OECD
え方をデータの信頼性確認等に反映させ、評価の高精度化を図った。

・情報の不足等により現時点では環境リスクの判定ができなかった物質については、



更に必要な情報収集等について検討を行った。

( ) 留意事項5
本初期評価はスクリーニングとしての目的で限られた情報に基づきリスクの判定を

行い、詳細な評価を行う候補物質を抽出するものであり、今回の結果を受け直ちに環

境リスクの低減対策等が必要であると判断すべきものではない。

３．環境リスク初期評価等の結果

( ) 環境リスク初期評価1
環境リスク初期評価を実施した 物質の評価結果は以下のとおりである。21

健康リスク 生態リスク

【 物質】 【 物質】A. 相対的にリスクが高 2 4
い可能性があり「詳 アクロレイン及びピリジン アクロレイン、エチレンジ

細な評価を行う候補 アミン四酢酸、ビスフェノ」
ール 及びピリジンA

【 物質】 【 物質】B. リスクはＡより低い 2 2
と考えられるが「関 クロロメタン及び ジクロ クロロアニリン及びフタ1,2- o-
連情報の収集が必要 ロプロパン ル酸ブチルベンジル」

相対的にリスクは低 物質】 物質】C. 10 11【 【
いと考えられ「更な アセトニトリル、アリルア アセトニトリル、アリルア

る作業を必要としな ルコール、エチレンジアミ ルコール、ε カプロラク-
い」 ン四酢酸、ε カプロラクタ タム、グリオキサール、ク-

ム シクロヘキシルアミン ロロメタン、シクロヘキシ、 、
ビスフェノール 、フタル ルアミン、 ジクロロプA 1,2-
酸ジエチル、フタル酸ジシ ロパン、ジクロロメタン、
クロヘキシル、フタル酸ブ テレフタル酸、フタル酸ジ
チルベン及びル、メタクリ エチル及びフタル酸ジシク
ル酸メチル ロヘキシル

得られた情報では リ 物質】 物質】D. 7 4「 【 【
エチレングリコール、エ エチレングリコール、スクの判定ができな
チレンジアミン、グリオ エチレンジアミン、メい｣
キサール、 クロロアニ タクリル酸メチル及びo-
リン、ジクロロメタン、 リン酸トリス（ ジ2,3-
テレフタル酸及びリン酸 ブロモプロピル）
トリス（ ジブロモプ2,3-
ロピル）

( ) 環境リスク初期評価以外に実施した生態リスク初期評価の結果2
環境リスク初期評価を実施した 物質のほかに、 対象物質のうち強い生態毒21 PRTR

性が示唆されるなど生態リスク評価の必要性が高いと考えられる 物質を選定し、生32
態リスク初期評価を行った。ここで実施した生態リスク初期評価の方法は、上記環境

リスク初期評価の中で実施したものと同じである。



判定を行うことのできた 物質の評価結果は以下のとおりである。13

【 物質】A. 相対的にリスクが高い可能性があ 1
り「詳細な評価を行う候補」 ニトリロ三酢酸

【 物質】B. リスクはＡより低いと考えられる 0
が「関連情報の収集が必要」

相対的にリスクは低いと考えられ 物質】C. 12【
「更なる作業を必要としない」 アクリル酸メチル、塩化ベンジル、 クロロアニm-

、 、 、リン ジフェニルアミン ジメチルアニリン2,3-
、 、2,4,6- p-トリブロモフェノール ニトロフェノール

-n- N-フタル酸イソブチル、フタル酸ジ ヘプチル、
メチルアニリン、α メチルスチレン及びリン酸ト-
リス（ジメチルフェニル）

( ) 第２次とりまとめにおいて定性的な発がん評価を実施した物質を対象とする定量的3
な発がんリスクの評価

化学物質の環境リスク初期評価等（第２次とりまとめ）において発がん性に関する

定性的な評価を行った物質のうち、定量的なリスク評価を行う候補とされていた 物4
質を対象として、今回発がんリスクについて定量的なリスク評価を行った上で、健康

リスクについて総合的な評価を行った。その結果は以下のとおりである。

【 物質】A. 相対的にリスクが高い可能性があり｢詳細な評価を 1
行う候補」 ジクロロエタン1,2-

【 物質】B. リスクはＡより低いと考えられるが「関連情報の収 3
集が必要」 アクリロニトリル、酸化プロピレン

及び ジクロロプロペン1,3-

４．今後の対応

( ) 評価結果の情報提供1
評価結果は「化学物質の環境リスク評価 第３巻」としてとりまとめるとともに、

インターネットを活用して成果を広く公表する。

( ) 詳細評価等の実施2
環境リスクの判定の結果詳細な評価を行う候補とされた物質については、関係部局

の連携と分担の下で詳細な評価の実施を含めた対応を図る。

① 健康リスク初期評価により詳細な評価を行う候補とされた 物質3
ジクロロエタンについては、地下水から検出されている事例があり、経口暴1,2-

露について詳細な評価を行う候補とされた。本物質は水質汚濁に係る環境基準が設

定され、水質汚濁防止法に基づき排水規制や地下水浸透規制等の措置がとられると

ともに水質の汚濁の状況について常時監視が行われているため、高濃度検出地域の

情報に留意しつつ引き続きその推移を見守ることとする。



アクロレイン及びピリジンについては、食物からの暴露が多いと見積もられ、経

。 、口暴露について詳細な評価を行う候補とされた これらの物質は生物濃縮性が低く

環境に由来した食物経由で暴露される可能性は低いと考えられるが、食品の加熱等

により生成するとの情報もあるため、まず食物からの暴露の可能性に関する情報の

収集を行うこととする。

② 生態リスク初期評価により詳細な評価を行う候補とされた 物質5
生態毒性等に関する知見を充実させつつ、生態リスクの詳細な評価を優先的に進

めることを検討することとし、具体的には生態リスク初期評価の結果を、水生生物

保全の観点からの水質汚濁に係る環境基準の追加設定に向けた検討に反映させてい

くこととする。

( ) 情報の収集3
環境リスクの判定の結果、情報の収集が必要とされた物質や、リスクの判定ができ

なかった物質については、関連情報を収集の上、その情報に応じて必要な初期評価を

行う。

( ) 環境リスク評価の計画的な実施と幅広い活用4
① 化学物質の環境リスク管理に関連する施策及び調査との緊密な連携を図りつつ、

環境リスク初期評価を計画的に実施していく。

PRTR② 環境リスク初期評価の過程で収集整理された幅広い科学的知見については、

対象物質の中から化学物質管理に優先的に取組む必要のある物質の選定、既存化学

物質点検、化学品の分類および表示に関する世界調和システム（ ）のわが国へGHS
の導入等を含むさまざまな場面で活用を図る。

③ 環境リスク初期評価の成果の幅広い活用を図るため、各物質の評価結果の要点を

とりまとめたプロファイル（仮称）を作成するとともに、環境リスク初期評価結果

をまとめたデータベース構築を検討する。

( ) 今後の課題5
① 環境リスク初期評価に必要となる物性情報の集積を進めるとともに、 デーPRTR
タの活用等による暴露評価の高度化を図る。

② 等における試験法及び評価手法に関する検討状況を適切に把握し、新たなOECD
知見等を環境リスク初期評価に速やかに反映させる。既に環境リスク初期評価を行

、 、った物質であっても その後内外で評価手法の見直し等が行われたものについては

速やかに再評価を実施する。

、 。③ 発がん性を含む健康リスク初期評価を一体のものとして 総合的に評価を進める

④ 生態リスク初期評価については、より広範囲の生物を対象とする生態リスク初期

評価の実施に向けて、底生生物等を含めた影響評価の方法に関する検討を進める。

⑤ 環境リスク初期評価において、内分泌攪乱作用についてのリスク評価を含めて行

うこととし、今後そのために必要な検討を進める。


